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学園

通信

令和２年度もあと１ヶ月となりました。今月３，４日は、県立高校一

般入試が行われます。将来の夢に向けた挑戦に9年生が臨みます。平常

心で持てる力を出し切ってもらいたいものです。

さて、3月は1年間の総まとめの月。この一年間でできるようになっ

たこと、また、もう少し頑張れたのではないかと思うこと等それぞれが

明らかにし、次の学年への準備をしてほしいものです。

コミュニティ・スクール

1月号で、義務教育学校について述べましたが、美郷北学園は、義務教育学校になるのと同時

に「コミュニティ・スクール＝学校運営協議会を設置した学校」となります。

【学校運営協議会とは？】

法に基づき教育委員会により任命された委員が、一定の権限をもって、学校の運営とそのた

めに必要な支援について協議する合議制の機関のこと

学校運営協議会の委員は８名以内で構成され、教育委員会が任命します。学校運営協議会では、

校長が説明する学校運営の基本方針を承認したり、学校運営・教育活動について意見を述べたり

する中で、学校運営に必要な支援に関して協議を行います。また、学校運営に関して教育委員会

の協力が必要だと判断した場合は、教育委員会に意見を述べることもできます。

協議の結果については保護者や地域に情報提供する努力義務があり、保護者や地域は、情報提

供を受けて、学校運営協議会に意見や考えを述べたり、学校への支援活動を行ったりします。

このように、学校・家庭・地域が一体となって「地域とともにある学校づくり」を推進する「北

学園の応援団」と考えていただければいいと思います。
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立志の集い
２月２２日（月）は8年生の参観日、この日「立志の集い」を行いました。もともとは、奈良時代

以降に始まったいわゆる昔の成人式「元服」に由来します。数えで１５歳（満１４歳）の立春に行わ

れたことから、現在満14歳にあたる8年生において「立志の集い」という形で現在に受け継がれるよ

うになりました。「元服」では、「冠を被る」「成人の服を着る」「髪型を変える」「名前を改める」と

いうことが行われましたが、「立志の集い」では、なりたい自分につながる道をさがし、歩き出す覚悟

を決める。つまり、「志（こころざし）を立てる。」という意味で実施しました。

8年生それぞれが「なりたい自分」とは何か現在の思いを発表し、これからどのように生きていく

かの決意を述べていました。4月から9年生。なりたい自分の実現に向け、今できることを粘り強く継

続して、これからすべきことを見通しをもって、積極的に取り組んでいってほしいものです。

人間は負けたら終わり

なのではない。

辞めたら終わりなのだ。

リチャード・ニクソン

ホームページをご覧ください

http;//cms.miyazaki-c.ed.jp/1665/htdocs

または、美郷町立美郷北学園で検索

行事予定
８日（木）始業の日 ２２日（木）家庭訪問（中原・小原）

１２日（月）入園・入学式 NRTテスト（７～9年）

１８日（日）学園参観日・PTA総会 ２３日（金）家庭訪問（秋盛・入下）

１９日（月）振替休業日 知能検査（２、７年）

２０日（火）家庭訪問（黒木） ２８日（水）運動会結団式

２１日（水）家庭訪問（長野）

NRTテスト（２～9年）


